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 現行制度において

は、下級裁判所の裁判

官の人事…の前提と

なる評価については

透明性・客観性におい

て必ずしも十分でな

いとの指摘もある（97
頁本文 1-4 行目）。 

 最終的な評価は、最高

裁判所の裁判官会議によ

りなされることを前提と

して、第一次的な評価権

者を明確化すべきである

（97 頁本文最初の・）。 

 評価基準については、例えば、事件処理能

力、法律知識、指導能力、倫理性、柔軟性な

ど、具体的かつ客観的な評価項目を明確に定

めるとともに、これを公表すべきである（97
頁本文２つ目の・）。 

 評価に当たっては、

例えば自己評価書を作

成させるなど、本人の

意向を汲み取る適切な

方法…を検討すべきで

ある（97 頁本文３つ目

の・）。 

 評価に当たっては、…

裁判所内部のみではなく

裁判所外部の見方に適切

に配慮しうるような適切

な方法を検討すべきであ

る（ 97 頁本文３つ目

の・）。 

 評価の内容及び理由

等については、評価対

象者本人の請求に応

じ、評価対象者本人に

対して開示すべきであ

る（97 頁本文４つ目

の・）。 

評価内容等に関して

評価対象者本人に不服

がある場合について、適

切な手続を設けるべき

である（97 頁本文５つ

目の・）。 
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 …幹事からの説明

によれば、裁判官の人

事に評価が反映する

程度には、…事柄によ

り濃淡がある（16 頁

上から 7-8 行目）。 
 …裁判官に対する

人事評価は、（異動・

配置、昇給の際に）適

材適所の配置をする

ために裁判官がいか

なる適性を有するの

かを知り、また、判事

への任命ないし再任

の際に適格性を欠く

者を適切に排除する

ことが主眼となるべ

きである。そして、そ

のような場面におい

て、人事評価の結果が

適正に生かされなけ

ればならない。そうす

ると、裁判官の人事評

価は、基本的には、短

期的な視点からの明

確なランク付けは必

ずしも必要ではなく、

むしろ、長期的な視点

からの評価とその集

積が重要となる（16
頁上から 18-26 行

目）。 

 審議会意見において

は、「評価権者」という用

語が用いられている。し

かし、下級裁判所の裁判

官の人事は、最高裁判所

の行う司法行政事務の一

環として、最高裁判所の

裁判官会議により決定さ

れることとされ、人事評

価は、その人事決定のた

めの資料としての役割を

果たすという位置付けと

なっている。したがって、

ここで問題となっている

評価の主体は、被評価者

に関する評価情報を提供

する立場にとどまるもの

である（31 頁下から 9-4
行目）。 
 …「評価権者」という

用語よりは、「評価者」と

いう表現の方が実態に即

している。そこで、本報

告書においては、「評価

者」という表現を用いる

ことにする（31 頁最終行

～32 頁上から 2 行目）。 
 …地方裁判所長・家庭

裁判所長、高等裁判所長

官…を評価者とするのが

相当であるということに

なった（35 頁下から 4 行

目～36頁上から 1行目）。 

 審議会意見では、「評価基準」を広くとら

え、「評価項目」はその中の一要素として位

置付け、「評価項目」以外の評価形式等の要

素も含めて「評価基準」という用語を用いて

いるようにうかがわれる。そこで、当研究会

でも、そのような審議会意見の用法に合わせ

て、「評価基準」、「評価項目」という用語を

用いることにする（20 頁上から 6-10 行目）。 
 …評価項目及び評価形式の在り方として

は、…大きな評価項目について文章式で評価

するという方式を念頭に置き、そのような項

目について評価する際の視点（考慮要素）を

具体的に明らかにするという方向で検討す

るのが適当である（28 頁上から 5-9 行目）。 
 評価項目については、あるべき裁判官像…

において検討してきたところからすると、以

下の項目が考えられる。…①事件処理能力…

②組織運営能力…③一般的資質・能力…④そ

の他（28 頁上から 14 行目～29 頁下から 5
行目）。 
 評価項目自体ではないが、健康面で特記す

べき事項があれば、評価書面にそれを記載す

る取扱いとするのが適当である。その他、こ

の欄（その他欄）には、…評価に当たって参

考となる事項等を記載することが考えられ

る（29 頁下から 9-5 行目）。 
 文章式で評価する際には、…一般に、評価

の視点のすべてにわたり記載することは必

ずしも要求されないが、中でも、「一般的資

質・能力」については、特徴的な事項を記載

することで足りるものとする（29 頁下から 3
行目-30 頁上から 3 行目）。 

 当研究会は、人事評

価について本人の意向

を汲み取る方法とし

て、従事した職務活動

等に関する記載をした

書面（自己申告書面）

の任意的な提出制度

と、第一次評価者が被

評価者と面談する制度

を設けることが適当で

あると判断した（41 頁

下から 16-13 行目）。 

 当研究会においては、

裁判官にとって利用者か

らどのように評価されて

いるかは極めて重要であ

り、また、法廷における

対応等は利用者において

よく評価できるので、裁

判所を利用する弁護士や

当事者にアンケートを行

い、その結果を評価する

際の資料とすべきである

との意見もあったが、裁

判官の人事評価の資料を

得ることを目的として、

事件関係者その他の部外

者を対象とするアンケー

ト調査等を行うことは相

当ではないという意見が

多数を占めた（47 頁上か

ら 9-16 行目）。 

 評価書面に記載され

ているすべての内容に

ついて開示を求めるこ

とができるとした場合

に、開示は、所定の期

間内に開示の申出をし

た者に対し、評価書面

の写しを交付すること

によって行うことが簡

明であろう（51 頁上か

ら 6-10 行目）。 

 …被評価者が評価内

容について不服を述べ

る機会を保障し、それを

受けて評価者が評価内

容を再考する手続を設

けるとともに、その過程

及び結果を記録化する

ものとすることが相当

である（54 頁上から

8-10 行目）。 
 …不服について判断

するための第三者機関

を設けるべきではない

という意見が大勢を占

めた（54 頁下から 7-5
行目）。 
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